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中国の衛生観念は変わるだろうか 

中国でそれなりのレストランに行くと、テーブル

には色の違う箸が2セット置かれている。一組は自

分用の「私 」、もう一組は取り箸の「公 」（「 」

は箸の意）。このシステムの始まりには諸説あるが、

2003 年に猛威を振るった新型肺炎 SARS の後から

徐々に習慣付いてきたとの声も聞く。衛生面に気を

使うようになったからだ。もっとも、私は宴の途中

で酔いが回ってしまい、どちらがどの箸かいつも分

からなくなってしまうのだが……。 
   ★   ★   ★   ★   ★ 
今回の新型コロナウイルスによる肺炎は中国人

の生活を一変させる可能性がある。衛生観念に加え、

ライフスタイルがガラリと変わるかもしれない。 
先週、北京市の衛生当局などは、市民が集まって

の食事の禁止を発表した。事実上の“会合禁止令”

で、食事会や誕生会の類が一律禁止される。様々な

会合を通じてウイルス感染が拡大している現状に対

応したもの。ネット上では、「3 人以上でアウトな

の？」「隣人との食事もダメなのか」など戸惑いの声

が相次いだ。ここら辺の定義は

曖昧なままだが、とにかく集ま

ることは推奨されていない。 
とはいうものの、グループで

ワイワイやるのが大好きな国民

性。何カ月後には宴会や接待は

ある程度復活するだろう。しか

し、その規模や賑やかさは幾分

控えめになると予想される。私

も参加している各種投資フォー

ラムでは自粛ムードが出て、立

食パーティーなどのイベントや

会合も少なくなりそう。各自治

体が衛生面の管理を厳しく要求

し、開催自体に二の足を踏むケ

ースが増えると思われる。 
人との無用な接触を避ける風潮が続けば、都市部

ではラッシュ時を避けるオフピーク通勤が推奨され

るかもしれない。プライベート空間の重要性が意識

され、意外とマイカー需要が高まることも考えられ

る。街の食堂では各テーブルに簡易式カーテンを設

けるところも現れた。私は思わず、とんこつラーメ

ンチェーン「一蘭」の仕切り席を思い出してしまう。

ビジネスチャンス到来か？ 
そしてネットの活用。リモートワーク（在宅勤務）

の必要性が増し、関連アプリケーションやクラウド

など周辺ビジネスが盛り上がりそうだ。ネットスー

パーやフードデリバリーも、今回の肺炎騒動で使い

勝手が再認識されれば、新規ユーザーの取り込みと

リピーターの増加につながるかもしれない。オンラ

イン教育や遠隔医療も普及していきそうだ。 
最大の課題は衛生面の改善だろう。経験上、中国

では手洗いやうがいはそれほど徹底されていない。

学校や一般家庭での指導や習慣付けが必要だ。また、

国家主席は「トイレ革命」を推し進めているが、い

くらハードの見栄えを良くして

も、ソフト面（使う人のマナー）

が悪ければ片手落ち。汚い話で

恐縮だが、上海の中心部でも街

角で普通に痰を吐く人を見かけ

る。これも控えてほしいなぁ。 
  ★   ★   ★   
まぁ、地下鉄内でゴホゴホ＆

ゲホゲホしている人はせめてマ

スクぐらいしてほしい。これま

では大気汚染対策での自己防衛

以外は、街でマスク姿を見かけ

ることはほとんどなかった。島

国から来た潔癖人間のささやか

な要望である。 
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外国証券等について 
・外国証券等は、日本国内の取引所に上場されている銘柄や日本国内で募集または売出しがあった銘柄等

の場合を除き日本国の金融商品取引法に基づく企業内容等の開示が行われておりません。 
 

手数料等およびリスクについて 
①国内株式等の手数料等およびリスクについて 
・国内株式等の売買取引には、約定代金に対して最大 1.2650％（税込み）の手数料をいただきます。約

定代金の 1.2650％ （税込み）に相当する額が 3,300 円（税込み）に満たない場合は 3,300 円（税込み）、

売却約定代金が 3,300 円未満の場合は別途、当社が定めた方法により算出した金額をお支払いいただきま

す。国内株式等を募集、売出し等により取得いただく場合には、購入対価のみをお支払いいただきます。

国内株式等は、株価の変動により、元本の損失が生じるおそれがあります。 
 
②外国株式等の手数料等およびリスクについて 
・委託取引については、売買金額（現地における約定代金に現地委託手数料と税金等を買いの場合には加

え、売りの場合には差し引いた額）に対して最大 0.8800％（税込み）の国内取次ぎ手数料をいただきま

す。外国の金融商品市場等における現地手数料や税金等は、その時々の市場状況、現地情勢等に応じて決

定されますので、本書面上その金額等をあらかじめ記載することはできません。 
・国内店頭取引については、お客さまに提示する売り・買い店頭取引価格は、直近の外国金融商品市場等

における取引価格等を基準に合理的かつ適正な方法で基準価格を算出し、基準価格と売り・買い店頭取引

価格との差がそれぞれ原則として 2.75％となるように設定したものです。 
・外国株式等は、株価の変動および為替相場の変動等により、元本の損失が生じるおそれがあります。 
 
③債券の手数料等およびリスクについて 
・非上場債券を募集・売出し等により取得いただく場合は、購入対価のみをお支払いいただきます。債券

は、金利水準の変動等により価格が上下し、元本の損失を生じるおそれがあります。外国債券は、金利水

準の変動等により価格が上下するほか、カントリーリスクおよび為替相場の変動等により元本の損失が生

じるおそれがあります。また、倒産等、発行会社の財務状態の悪化により元本の損失を生じるおそれがあ

ります。 
 
④投資信託の手数料等およびリスクについて 
・投資信託のお取引にあたっては、申込（一部の投資信託は換金）手数料をいただきます。投資信託の保

有期間中に間接的に信託報酬をご負担いただきます。また、換金時に信託財産留保金を直接ご負担いただ

く場合があります。投資信託は、個別の投資信託ごとに、ご負担いただく手数料等の費用やリスクの内容

や性質が異なるため、本書面上その金額等をあらかじめ記載することはできません。 
・投資信託は、主に国内外の株式や公社債等の値動きのある証券を投資対象とするため、当該金融商品市

場における取引価格の変動や為替の変動等により基準価額が変動し、元本の損失が生じるおそれがありま

す。 
 
⑤株価指数先物・株価指数オプション取引の手数料等およびリスクについて 

・株価指数先物取引には、約定代金に対し最大 0.0880％（税込み）の手数料をいただきます。また、所

定の委託証拠金が必要となります。 

◆ 注注 意意 事事 項項 ◆ 
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・株価指数オプション取引には、約定代金、または権利行使で発生する金額に対し最大 4.400％（税込み）

の手数料をいただきます。約定代金の 4.400％ （税込み）に相当する額が 2,750 円（税込み）に満たない

場合は 2,750 円（税込み）の手数料をいただきます。また、所定の委託証拠金が必要となります。 
・株価指数先物・株価指数オプション取引は、対象とする株価指数の変動により、委託証拠金の額を上回

る損失が生じるおそれがあります。 
 
利益相反情報について 
 この資料を掲載後、掲載された銘柄を対象としたＥＢ等を東洋証券（株）が販売する可能性がありま

す。 

 なお、東洋証券（株）および同関連会社の役職員またはその家族がこの資料に掲載されている企業の

証券を保有する可能性、取引する可能性があります。 

 

ご投資にあたっての留意点 

 取引や商品ごとに手数料等およびリスクが異なりますので、当該商品等の契約締結前交付書面、上場

有価証券等書面、目論見書、等をご覧ください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

この資料は、東洋証券（株）が各種のデータに基づき投資判断の参考となる情報提供のみを目的として

作成したもので、投資勧誘を目的としたものではありません。また、この資料に記載された情報の正確性

および完全性を保証するものでもありません。この資料に記載された意見や予測は、資料作成時点の見通

しであり、予告なしに変更することがありますのでご注意ください。 
この資料に基づき投資を行った結果、お客さまに何らかの損害が発生した場合でも、東洋証券（株）は、

理由の如何を問わず、一切責任を負いません。株価の変動や、発行会社の経営・財務状況の変化およびそ

れらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割り込むことがありますので、投資に関する最終決定

は、お客さまご自身の判断でなされるようお願い致します。 
この資料の著作権は東洋証券（株）に帰属しており、電子的または機械的な方法を問わず、いかなる目

的であれ、無断で複製または転送等を行わないようにお願い致します。 
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